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第１章 総則 

 

第７節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 

 

機関名 所掌事務 

略 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 

略 

 

通信の確保 

 

 

 

第２章 原子力災害予防対策 

 

第５節 情報の収集・連絡体制等の整備 

３ 通信手段の確保 

（2） 通信手段・経路の多様化 

①県防災行政無線の２重ルート化 

県は、県防災行政無線について、地上系と衛星系の通信ルートの２重化を図るとともに、原子

力防災への活用と維持・管理に努めるものとする。 

略 

 

 

第６節 災害応急体制の整備 

９ 広域的な応援協力体制等 

県は、緊急時における広域的な応援について、隣接都道府県等との応援協定の締結及び県内の

市町間の応援協定締結の促進を図るものとする。 

また、県は、原子力事業者との緊急時における協力の内容等についてあらかじめ調整を行って

おくものとする。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

 

第７節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 

 

機関名 所掌事務 

略 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海支社 

略 

 

通信の確保 

 

 

 

第２章 原子力災害予防対策 

 

第５節 情報の収集・連絡体制等の整備 

３ 通信手段の確保 

（2） 通信手段・経路の多様化 

①通信経路の多様化と活用 

県は、防災行政無線、原子力緊急時連絡網の整備を図るとともに、原子力防災への活用と維持・

管理に努めるものとする。 

略 

 

 

第６節 災害応急体制の整備 

９ 広域的な応援協力体制等 

県は、緊急時における広域的な応援について、隣接都道府県等との応援協定に基づく応援協力

体制の構築、及び県内の市町間の応援協定締結の促進と応援協力体制構築を図るものとする。 

また、県は、原子力事業者との緊急時における協力の内容等についてあらかじめ調整を行って

おくものとする。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



静岡県地域防災計画（原子力対策編） 新旧対照表 

32 

ページ 旧 新 

 

 

１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 避難収容活動体制の整備 

３ 災害時要援護者の避難誘導・移送体制等の整備 

県は、関係市に対し、高齢者、障害者、外国人その他のいわゆる災害時要援護者及び一時滞在

者を適切に避難誘導するため、周辺住民、自主防災組織、地域ケアシステム、ボランティア組織

等の協力を得ながら、これらの者に係る避難誘導体制の整備について助言するものとする。 

なお、放射線の影響を受けやすい乳幼児、児童、妊婦等については、優先的に避難させる等十

分に配慮するものとする。 

略 

 

 

第３章 原子力災害応急対策 

 

第４節 屋内退避、避難収容等の防護活動 

２ 災害時要援護者への配慮 

県は、関係市と協力し、避難誘導、避難所及び福祉避難所での生活に関して、高齢者、障害者、

外国人、乳幼児その他のいわゆる災害時要援護者に十分配慮するものとする。特に、高齢者、障

害者、乳幼児、児童、妊婦の避難所及び福祉避難所での健康状態の把握等に努めるものとする。

また、災害時要援護者に向けた情報の提供、生活環境についても十分配慮するものとする。 

 

 

 図 表  

 

別図（３－２－１） 防災関係機関の情報連絡系統図 

１ 原子力災害対策特別措置法第10条第１項に基づく情報（特定事象発生通報） 

 略 

静岡県 

（防災局原子力安全対策室） 

０５４－２２１－２０８８ 

    

西部地域防災局 

（防災企画課） 

０５３８－３７－２２０４ 

中部地域防災局 

（防災企画課） 

０５４－６４４－９１０４ 

 

 

 

 

 

 

第７節 避難収容活動体制の整備 

３ 災害時要援護者の避難誘導・移送体制等の整備 

県は、関係市に対し、高齢者、障害のある人、外国人その他のいわゆる災害時要援護者及び一

時滞在者を適切に避難誘導するため、周辺住民、自主防災組織、地域ケアシステム、ボランティ

ア組織等の協力を得ながら、これらの者に係る避難誘導体制の整備について助言するものとする。

なお、放射線の影響を受けやすい乳幼児、児童、妊産婦等については、優先的に避難させる等

十分に配慮するものとする。 

略 

 

 

第３章 原子力災害応急対策 

 

第４節 屋内退避、避難収容等の防護活動 

２ 災害時要援護者への配慮 

県は、関係市と協力し、避難誘導、避難所及び福祉避難所での生活に関して、高齢者、障害の

ある人、外国人、乳幼児その他のいわゆる災害時要援護者に十分配慮するものとする。特に、高

齢者、障害のある人、乳幼児、児童、妊産婦の避難所及び福祉避難所での健康状態の把握等に努

めるものとする。また、災害時要援護者に向けた情報の提供、生活環境についても十分配慮する

ものとする。 

 

 図 表  

 

別図（３－２－１） 防災関係機関の情報連絡系統図 

１ 原子力災害対策特別措置法第10条第１項に基づく情報（特定事象発生通報） 

 略 

静岡県 

（危機管理局原子力安全対策室） 

０５４－２２１－２０８８ 

    

西部危機管理局 

（危機管理課） 

０５３８－３７－２２０４ 

中部危機管理局 

（危機管理課） 

０５４－６４４－９１０４ 

 

 

 

 

 



静岡県地域防災計画（原子力対策編） 新旧対照表 

33 

ページ 旧 新 

 

４０ 

 

 

２ 原子力災害対策特別措置法第10条第１項に基づく通報後の連絡 

 

 略 

静岡県 

（防災局原子力安全対策室） 

０５４－２２１－２０８８ 

    

西部地域防災局 

（防災企画課） 

０５３８－３７－２２０４ 

中部地域防災局 

（防災企画課） 

０５４－６４４－９１０４ 
 

 

２ 原子力災害対策特別措置法第10条第１項に基づく通報後の連絡 

 

 略 

静岡県 

（危機管理局原子力安全対策室） 

０５４－２２１－２０８８ 

    

西部危機管理局 

（危機管理課） 

０５３８－３７－２２０４ 

中部危機管理局 

（危機管理課） 

０５４－６４４－９１０４  

 


